
本庁舎等整備に係る新たな庁内推進体制イメージ（平成29年4月～） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※議会の諸室の配置、活用方法等については、別途検討する。 

※分科会のメンバーについては、今後、関係部署と調整のうえ、決定する。 

※その他、規模、配置計画、施設レイアウト、発注手法、予算、ローリング計画などについては、庁舎計画担当課を中心に、公共施設マネジメント推進課の技術的支援の中で検討する。 

※必要に応じて、上記以外の分科会（まちづくりや敷地計画、交通アクセスなど）を立ち上げる。また、分科会内において、さらに特定のテーマに対してワーキンググループを設けて対応することも想定さ

れる。 

本庁舎等整備推進委員会 

総括 

委員長：副区長 

委員：部長会メンバー 

事務局：庁舎計画担当課 

検討部会 

全体調整（課題や検討項目の整

理、分科会の調整等） 

部会長：副区長 

部会員：部長級コアメンバー 

事務局：庁舎計画担当課 

部会員 

世田谷総合支所長、政策経営部長、

地域行政部長、総務部長、危機管

理室長、財務部長、施設営繕担当

部長、生活文化部長、環境総合対

策室長、保健福祉部長、都市整備

政策部長、道路・交通政策部長、

教育委員会事務局次長、区議会事

務局長 

分科会 

特定の課題について検討を行う。 

分科会長：会に応じて設定（部長） 

分科会員：関係課長/係長、政策企画課長/係長、庁舎計画

担当課長/係長、公共施設マネジメント推進課

長/係長（施設営繕第二課長/係長） 

事務局：会長の属する庶務担当課 

防災・ 
危機管理 

〔検討項目〕 

・災害対策本部機能 

・必要な諸室等 

・業務継続 

・セキュリティ など 

区民サービス・ 
窓口 

〔検討項目〕 

・窓口（支所含む） 

・情報発信機能 

・ＵＤ 

・サイン   など 

働き方・ 
執務環境 

〔検討項目〕 
・働き方改革(ICT含む) 

・執務空間 
・福利厚生  
・庁有車削減 など 

環境 

〔検討項目〕 

・導入エネルギー 

・みどり率 

・ケヤキや木材の活用 

  など 

分科会長 

総務部長 

分科会長 

地域行政部長 

分科会長 

危機管理室長 

分科会長 

環境総合対策室長 

分科会長 

生活文化部長 

調整・報告

区民会館 

〔検討項目〕 

・必要な諸室 

・災害時の活用 

・管理運営方法 

・休館時対応  など 

執務環境等調査（平成29年4月～） 

〔想定内容〕 
○現状の調査 
 現庁舎等のレイアウト、物品量、文書量、会議室利用実態などの調査 
○要件の整理・基本方針等の作成 
改善方針の検討、窓口・執務室等のレイアウト方針の作成、文書量削

減に向けた検討、基本構想における想定面積の検証 など 
 
⇒設計の与条件として調査結果を整理する 

 
ワークショップ 

職員による自由な意見交換（特に執務環境）

を行う。 

メンバー：庁内募集による 

事務局：庁舎計画担当課 

職員提案 

全職員を対象に、職員提案を募集する。庁内自主研究グ

ループからの提案も受け付ける。常に検討状況をオープ

ンにし、随時意見提案をもらう。大きな課題がある場合

には、テーマを設定して意見を募集する。 

報
告 

情報

提供 

全体管理 

庁舎計画担当課 

想定される課 
総務課、政策企画課、情
報政策課、区政情報課、
人事課、職員厚生課   
など 

想定される課 
窓口調整・番号制度担当
課、世田谷総合支所地域
振興課・区民課、広報広
聴課、区政情報課、都市
デザイン課    など 

想定される課 

災害対策課、情報政策

課、総務課    など 

想定される課 

環境計画課、エネルギー

施策推進課、みどり政策

課        など 

想定される課 

文化・芸術振興課、世田

谷総合支所地域振興課、

地域行政課、災害対策課 

など 

別紙１ 

調
整 

反
映 

支
援 

設計者選定等 

公共施設マネジメント推進課 

設計 

施設営繕第二課 


